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公営企業を取り巻く経営環境は、サービスの提供に必要な施設等の老朽化に伴

う更新投資の増大や人口減少に伴う収入の減少等により、厳しさを増しつつあり

ます。 

こうした中、事業を継続的に行うためには、中長期的な視野に基づく計画的な

経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うことが必要であるとの認識

の下、中長期的な経営の基本計画として、「山口県港湾整備事業経営戦略」を策

定することとしました。 

 

 

   総務省が、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上のため、公営企業に策定 

を求めている「経営戦略」です。 

 本戦略は、港湾の開発、利用及び保全に関する基本計画である港湾計画を踏ま 

えた中長期的な経営の基本計画であり、山口県港湾施設長寿命化計画と連携して 

事業を実施することとしています。 

 

 

令和３年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間とします。 

 

 

山口県港湾整備事業特別会計においては、以下に基づき対象範囲を定めていま 

す。 
 

① 歳出 

地方財政法施行令第４６条第７号に規定する港湾整備事業に係る建設改良 

費及び維持管理費等 
 

対象施設 荷役機械、上屋、ふ頭用地、船舶役務用施設 他 

 

② 歳入 

①の対象施設の利用に係る使用料収入等 

1 目 的 

２ 位置付け 

３ 計画期間 

４ 対象範囲 

はじめに 
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   【地方財政法】 

    （公営企業の経営） 

     第六条 公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを 

行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当 

でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収 

入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経 

営に伴う収入（第五条の規定による地方債による収入を含む。）をもつてこれに充てなけ 

ればならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、 

一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。 

   【地方財政法施行令】 

    （公営企業） 

     第四十六条 法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。 

     七 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補 

助するための船舶を使用させる事業に限る。） 

 

 

 

図 港湾整備事業の事業区分 
 

 
 

      港湾整備事業 

 

国土交通省『令和２年度特定港湾施設整備事業基本計画（案）の概要について』より 
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山口県内には、国際拠点港湾２港（徳山下松港・下関港）、重要港湾４港（岩国 

港、三田尻中関港、宇部港、小野田港）があり、このうち徳山下松港と宇部港の２ 

港４地区が平成２３年５月に国際バルク戦略港湾に選定されました。 

  各港の背後圏域には、それぞれ特色のある有力企業が活発な生産活動を行ってお 

り、これらの企業の国際競争力の確保を図るために、船舶の大型化、貨物のコンテ 

ナ化に対応した港湾施設の整備が求められています。 

  徳山下松港、岩国港、三田尻中関港及び宇部港については、引き続き集中投資・ 

重点整備を行い、企業ニーズを把握したハード整備を展開します。 

  小野田港については、既存施設の有効活用に努め、利用促進を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 
 

 第１章 事業概要 

 

拠 国際拠点港湾：２港（※１） 重 重要港湾：４港  ●地方港湾：２３港（※２） 

※１ 下関港は市管理港湾 

※２ 柱島港、青江港、秋穂港、山口東港、櫃島港は市管理港湾 
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港名 
法適(全部適用・一部適

用)非適の区分 ※１ 
港湾区分 事業開始年度 

職員数 

※２ 

徳 山 下 松 港 

非 適 用 

国際拠点港湾 昭和 33 年度 

17 人 

岩  国  港 

重要港湾 
昭和 36 年度 三田尻中関港 

宇  部  港 

小 野 田 港 昭和 48 年度 

その他１８港 地方港湾 昭和 36 年度 

【民間活用の状況】 

 徳山下松港においては、平成２９年にやまぐち港湾運営株式会社（以下「港湾運

営会社」という。）が設立され、港湾運営会社として県の指定を受けています。 

 令和５年度からは、公共埠頭（下松地区-19ｍ桟橋、徳山地区-14ｍ岸壁、新南陽

地区-12ｍ岸壁）を県が港湾運営会社に貸し付け、埠頭群の運営業務開始を予定し

ています。 

 ※１ 地方公営企業法第2条第3項に基づく同法適用の有無 

 ※２ 港湾整備事業特別会計で給与を支出する職員数（会計年度任用職員を除く。） 

 

 

県では、国が定める「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関 

する基本方針」に適合した港湾計画を策定し、岸壁、航路等の港湾の基本施設の整

備や、ふ頭用地、荷役機械、上屋等の港湾の機能を発揮させるために必要な施設の

整備を行っています。 

ここに示す事業計画は、港湾計画に示された施設の中から、事業の緊急性、事業 

効果等を勘案して、現時点で着手中の事業及び今後１０年程度で着手が見込まれる 

事業について策定したものであり、以下に各港ごとの事業計画を示します。 

  なお、港湾計画は、策定から１０～１５年程度先の将来を目標年次として、港湾 

の整備及び保全に関する事項などを定めたものですが、本県では、当該港湾を取り 

巻く経済的、社会的条件や当該港湾への要請に変化のない港湾計画については、目 

標年次以降も港湾の開発等の指針として使用しています。 

 

 

 

 

1 事業形態 

２ 事業計画 
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○徳山下松港 

現在の徳山下松港の港湾計画は、平成２６年３月に改訂したものであり、目標 

年次を令和１０年頃としています。特に、基礎素材型産業を背後地に抱える当港 

においては、国際競争力の強化のため、物流機能の強化・充実や船舶の大型化に 

対応した港湾整備等が求められており、それに対応した港湾整備を計画に位置付 

けています。 

・下松地区－２０ｍ桟橋背後のふ頭用地の整備 

 

○岩国港 

現在の岩国港の港湾計画は、平成１２年３月に改訂したものであり、目標年次

を平成２０年代後半としています。特に、当港では外内貿物流の機能分担や港湾

内の円滑な交通を図る臨港交通体系の充実等が求められており、それに対応した

港湾整備を計画に位置付けています。 

・新港地区荷役機械の改修 

 

○三田尻中関港 

現在の三田尻中関港の港湾計画は、平成１９年１２月に改訂したものであり、

目標年次を令和一桁代前半としています。特に、三田尻地区と中関地区の港湾機

能の再編や物流機能の強化・充実などが求められており、それに対応した港湾整

備を計画に位置付けています。 

・中関地区－７．５ｍ岸壁背後のコンテナヤードの整備 

 

○宇部港 

現在の宇部港の港湾計画は、令和２年７月に改訂したものであり、目標年次を

令和１０年代半ばとしています。特に、基礎素材型産業を背後地に抱える当港に

おいては、国際競争力の強化のため、物流機能の強化・充実や船舶の大型化に対

応した港湾整備等が求められており、それに対応した港湾整備を計画に位置付け

ています。 

・新沖の山地区－１６ｍ岸壁背後のふ頭用地の整備 

・東見初地区－５．５ｍ岸壁背後のふ頭用地の整備 
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使用料区分

舗装
15日まで

未舗装
15日まで

舗装
15日超

未舗装
15日超

舗装
15日まで

未舗装
15日まで

舗装
15日超

未舗装
15日超

荷さばき上屋
(木造)

荷さばき上屋
(木造以外)

事務所
(航送船関係)

事務所
(その他)

デリック
(荷重3ｔ以下)

デリック
(荷重3ｔ超)

テルハ

移動式クレーン

橋型クレーン

ベルトコンベヤー

水面整理場

水面貯木場

可 動 橋
3,880円/回の範囲内で

知事が定める額
3,130円/回の範囲内で

知事が定める額 124.0%
3,050円/回の範囲内で

知事が定める額 102.6%

船 舶 給 水 施 設
770円/日/㎡の範囲内
で知事が定める額

760円/日/㎡の範囲内
で知事が定める額

101.3%
740円/日/㎡の範囲内
で知事が定める額

102.7%

100.0%

15.40円/日/㎡ 15.12円/日/㎡ 101.9% 14.70円/日/㎡ 102.9%

20.21円/t 19.85円/t 101.8% 19.30円/t 102.8%

貯木場

0.24円/日/㎡ 0.24円/日/㎡ 100.0% 0.24円/日/㎡

38,860円/時間/台 38,160円/時間/台 101.8% 37,100円/時間/台

荷役機械

414円/時間/台 407円/時間/台 101.7% 396円/時間/台

102.9%

70,880円/時間/台 69,600円/時間/台 101.8% 67,670円/時間/台 102.9%

102.6%

830円/時間/台 815円/時間/台 101.8% 793円/時間/台 102.8%

102.8%

435円/時間/台 428円/時間/台 101.6% 417円/時間/台

1,910円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額

1,880円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額 101.6%

1,830円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額 102.7%

2,540円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額

2,500円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額 101.6%

2,440円/日/㎡の範囲
内で知事が定める額 102.5%

102.5%

1.22円/日/㎡ 1.20円/日/㎡ 101.7% 1.17円/日/㎡

102.7%

23.88円/日/㎡ 23.45円/日/㎡ 101.8% 22.80円/日/㎡ 102.9%

2.07円/日/㎡ 2.04円/日/㎡ 101.5% 1.99円/日/㎡ 102.5%

101.8% 5.56円/日/㎡ 102.7%

4.07円/日/㎡ 4.00円/日/㎡ 101.8% 3.89円/日/㎡ 102.8%

上屋

4.26円/日/㎡ 4.19円/日/㎡ 101.7% 4.08円/日/㎡

102.6%

3.81円/日/㎡ 3.75円/日/㎡ 101.6% 3.66円/日/㎡ 102.5%

野積場
(二級地)

2.96円/日/㎡ 2.91円/日/㎡ 101.7% 2.84円/日/㎡

改定率

野積場
(一級地)

4.42円/日/㎡ 4.35円/日/㎡ 101.6% 4.24円/日/㎡

施設区分 現行（a） 前回(b) 改定率 前々回(c)

102.6%

2.68円/日/㎡ 2.64円/日/㎡ 101.5% 2.57円/日/㎡ 102.7%

(R1年改正) (H25年改正) (a/b)% (H21年改正) (b/c)%

5.81円/日/㎡ 5.71円/日/㎡

   
本県港湾施設使用料は、公共的な料金であることを踏まえ、施設の種類別に原価

計算（減価償却費、公債等利子、維持補修費、運営費、庁費、人件費等）により単

価を設定しています。各港湾施設の使用料については、次表のとおりです。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３ 使用料体系 
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平成２９年～令和元年度における経営状況は以下のとおりです。 
 

 H29 H30 R1 

年 間 取 扱 貨 物 量  112,328,657 ㌧ 111,068,378 ㌧ 110,997,526 ㌧ 

年間船舶乗降旅客数  487,481 人 481,128 人 477,259 人 

年 間 使 用 料 収 入 額  

（ 税 込 み ） 
1,509,237,813 円 1,578,812,002 円 1,556,978,739 円 

経 常 収 支 比 率 79.4％ 74.6％ 63.4％ 

経 費 回 収 率 77.7％ 73.4％ 62.5％ 

他 会 計 補 助 金 比 率  0％ 0％ 0％ 

企 業 債 残 高 対 

料 金 収 入 比 率 
1,196.8％ 1,103.5％ 1,074.2％ 

 
 

［経営指標］ 

経常収支比率：
総収益

総費用 地方債償還金
× 100 

 
経費回収率：

料金収入 その他営業収益

営業費用 営業外費用 地方債償還金
× 100 

 
他会計補助金比率：

繰入金

総費用 地方債償還金
× 100 

 

企業債残高対料金収入比率：
企業債残高 一般会計等負担額

料金収入
× 100 

 

○現在の経営状況の分析 

 平成３０年度は、年間使用料収入は増加したものの、資本費平準化債の借換えに伴 

い地方債償還金の額が大きく増加したため、経常収支比率は４．８％低下しました。 

 令和元年度は、平成２９、３０年度に比べ、未利用土地の売却額の減少により、そ 

の他営業収益が減少したこと、宇部港のタイヤマウントクレーンの大規模修繕により 

営業費用が増加したことから、経常収支比率は１１．２％低下しました。 

４ 現在の経営状況 
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取扱貨物量については、近年約１１１百万トン程度で推移しています。今後につ 

いては、各港の過去の実績を元に、令和１２年度までに完成予定の施設で見込まれ 

る取扱貨物量を見込んでおり、ほぼ横ばいで推移する見込みです。 
 

 
 

 
使用料収入については、近年増加傾向にあり、平成３０年度には、本県の港湾整 

備事業特別会計設置（平成１９年度）以降、過去最高値を更新しました。令和元年 

度は、三田尻中関港における野積場使用料が大きく減少したことから、年間使用料 

収入が減少し、令和２年度においても、新型コロナウイルスの影響による企業活動 

の停滞から、一時的に使用料収入が減少する見込みですが、それ以降は大きな増減 

要因はないため、同水準で推移する見込みです。 
 

  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 R 1 R 2 R 3 R4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1 R 1 2

（千トン） 取扱貨物量の見通し

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

H 2 7 H 2 8 H 2 9 H 3 0 R 1 R 2 R 3 R4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1 R 1 2

（千円） 使用料収入の見通し

1 取扱貨物量の見通し 

２ 使用料収入の見通し 

 第２章 将来の事業環境 
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各港において実施される公共事業による岸壁、航路等の整備に合わせ、港湾の機 

能を効率的に発揮させるために必要な上屋、荷役機械等の整備を行います。なお、 

これらの事業を計画する際には、事業効果の早期発現、採算性等を十分に検討し、 

各港の特性に応じた港湾の機能強化を図ります。 

  併せて、既存の施設について、山口県港湾施設長寿命化計画に基づき、適切に維

持管理を行います。 

 

 ○徳山下松港 

徳山下松港には、コンテナ貨物を取り扱うための荷役機械(ガントリークレーン)

が２基整備されており、１号機は平成３年度、２号機は平成１０年度に供用開始さ

れ、既に法定耐用年数１７年を大きく超過しています。近年故障頻度が増加傾向と

なっていることから、安全かつ安定した港湾荷役の利用を図るために１号機を更新

する計画としており、令和３～５年度にかけて製作据付工事を行う予定です。 

 

 

 

 ○岩国港 

  岩国港では、平成１１年度、平成２５年度にタイヤマウント式の荷役機械を設置 

しました。しかしながら、荷役機械の老朽化が進んできており、機器等の不具合が 

多々生じていることから、利便性、安全性を確保するとともに、施設の延命化を図 

るため、荷役機械の改良整備を行う予定です。 

 

○三田尻中関港 

 三田尻中関港では、増大するコンテナ貨物に対応するため、岸壁（-7.5m）の背 

後ふ頭用地をコンテナヤードとして整備しており、平成１２年度、平成２９年度に 

大型の荷役機械を設置しました。しかしながら、コンテナの取扱量及び重量の増加 

に伴い、側溝等の破損が発生し、荷役作業への支障や機械の転倒事故が発生する恐 

れがあるため、コンテナターミナル施設の機能強化を図る予定です。 

 

 

 

 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

設計

工事

　更新スケジュール

徳山下松港徳山地区
荷役機械更新事業

３ 施設の見通し 
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○宇部港 

  宇部港では、石灰石を用いた化学肥料等を取り扱うための貨物上屋を昭和４６年

度に整備し、供用開始から４７年が経過しています。老朽化が著しく利用に支障を

来していることから、安全かつ安定した港湾荷役の利用を図るために建て替える計

画としており、令和３～４年度にかけて建替工事を行う予定です。 

 

 

 

 ○小野田港 

小野田港は、国において「利用促進重点港湾※」に区分されたことから、現在で 

は新規事業には着手せず、港湾の利用促進に努めているところであり、具体的な

事業計画はありません。 

※「利用促進重点港湾」とは、既存ストックの有効活用を進め、国と地域が協同して利用促

進に取り組むことにより、今後の利用向上が望まれる港湾 

 

 ○地方港湾 

  地方港湾については、計画期間内に施設の大規模な改修を行う予定はありません。 

　更新スケジュール

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

調査・設計

工 事宇部港沖の山地区
貨物上屋建替え事業
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本県経済の原動力である瀬戸内海沿岸の企業群を中心とした基幹産業が、グロ

ーバル時代の国際競争や、産業の構造的変革を勝ち抜くためには、産業基盤の整

備促進が必要であるとの認識の下、基本方針に基づく取組を通じて、企業の競争

力強化に資する港湾の機能強化を図り、本県の産業力の強化を進めてまいります。 

 

 

① 適切な事業規模の設定 

 利用者のニーズに的確に対応した施設整備の基本的な考え方の下、港湾計画

に基づき、緊急性や投資効果を勘案して事業を行い、早期完成による事業効果

の早期発現を目指します。 
 

② 適切な使用料の設定及び港湾利用の促進 

 利用者のニーズを踏まえた料金体系とするとともに、官民一体となったＰＲ

活動を展開することにより、定期航路の新増設、取扱貨物量の増加等を図り、使

用料の増収に努めます。 
 

③ 適切な経費の執行 

 健全かつ自立した会計運営を行うため、人件費をはじめ経常経費については、

効率的な執行に努め、経費の縮減を図るとともに、施設の維持補修については、

計画的に実施し、施設の長寿化に努めます。 

 

１ 経営理念 

２ 基本方針 

 第３章 経営の基本方針 
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  第１章から第３章を踏まえ、本特別会計に係る、施設・設備の合理的な投資の見

通しである「投資試算」等の支出と、財源見通しである「財源試算」をとりまとめ

た財政計画（収支計画）を別紙のとおり策定しました。 

  計画期間である今後１０年間、利用者のニーズに基づく施設整備及び現施設の老

朽化の程度を踏まえた投資試算と、投資後の施設にも現行の使用料体系を適用した

場合の財源試算は均衡する見通しです。このため、本計画においては、現行の使用

料体系の単価設定を維持することとしています。 

 なお、本特別会計では、地方債の借入れにより施設を整備し、その施設の使用料 

収入をもって地方債を償還することで、負担の平準化を図っています。また、管理 

協定を締結している地元市町は、収益の２分の１が管理協定交付金として交付され 

る一方で、地方債償還額の２分の１を市町寄付金として負担しています。 
 

 

収益的収入：サービスの提供の対価としての料金収入を主体とする「営業収益」、受取

利息等の「営業外収益」からなる 

収益的支出：サービスの提供に要する人件費・物件費等の「営業費用」、支払利息等の

「営業外費用」からなる 

資本的収入：地方債、寄附金等、資本的支出のための財源からなる 

資本的支出：施設整備など建設改良のための費用や地方債償還金（元金）からなる 

 

① 収支計画のうち投資（資本的支出）についての説明 

・資本的支出のうち、建設改良費は、現施設の利用状況や老朽化の程度などから 

新規投資や設備の更新を優先的に実施する施設を選定して所要額を算出してい 

ます。 

・計画期間内においては、徳山下松港下松地区で、港湾運営会社にバルク埠頭群 

 として一体貸付を行うための土地の用地買収、土地造成工事、同港徳山地区の 

荷役機械の製作据付工事、宇部港沖の山地区の貨物上屋建替え工事等を予定し 

ています。 

1 投資・財政計画（収支計画） 

２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 第４章 投資・財政計画（収支計画） 
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・地方債償還金は、既発債の償還表に基づく各年度の所要額に、上記の建設改良 

費の見込みに基づき算出した起債の償還額を加えた額です。 
 

② 収支計画のうち財源（収益的収入・資本的収入）についての説明 

〇収益的収入 

・営業収益のうち、料金収入は、荷役機械や上屋等の港湾施設使用料収入の額で 

す。その他は、公共埠頭の貸付料と、港湾施設の使用に伴う電気料等の立替分 

の額です。 

・営業外収益のうち、その他は、管理協定を締結している市町が地方債償還額 

の２分の１を負担する「市町寄付金」のうち、利子の償還に充当する額です。 

 

〇資本的収入 

   ・地方債は、建設改良費の財源となる本債に資本費平準化債（企業債の償還期間 

と施設の減価償却期間との差から生じる資金不足を補うため、元金償還金相 

当額と減価償却費相当額との差額について発行が認められる地方債）の発行 

額を加えた額です。 

・その他は、市町寄付金のうち、元金の償還に充当する額です。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費（収益的支出）についての説明 

・営業費用のその他は、維持管理費用、維持管理に要する光熱水費及び消費税の 

額で、これまでの決算を基に算出しました。営業外費用のその他は、管理協定 

締結市町に交付対象収入から控除対象経費を差し引いた額の２分の１を支払 

う「港湾管理協定交付金」の額です。 

 

 

 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

○民間活用 

 令和５年度から徳山下松港新南陽地区及び下松地区の公共埠頭について、県 

が民間事業者である港湾運営会社に貸し付けて、一体的に管理・運営することと 

しています。 

 

 

３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
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 これにより、民間事業者による高能率の荷さばき施設の整備など、物流コスト 

の削減に繋がる港湾の機能強化が図られます。民間事業者においても継続的な 

公共埠頭の占用的な使用が担保されることから、大型の設備投資に踏み切りや 

すく、社会情勢に迅速に対応した事業展開が可能となります。 

 

○投資の平準化 

今後の地方債償還見込額を踏まえ、収支均衡となるよう計画的な投資を行っ 

ていきます。 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

○繰入金 

 本県の港湾整備事業特別会計は、一般会計からの繰入は行っておらず、今後も 

他会計から独立した運営に努めていきます。 

 

○資産の有効活用等による収入増加の取組 

令和５年度から徳山下松港新南陽地区及び下松地区の公共埠頭について、港 

湾運営会社への貸付を予定しています。社会情勢に応じて収入が増減する使用 

料とは異なり、長期一体貸付を行って貸付料として収入を得ることで、安定した 

収入の確保が見込まれます。 

 また、現在未利用の土地について、民間への売却や貸付を行うなど、有効活用 

を行っていきます。 

 

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

○管理運営費 

 今後、施設の老朽化が進んでいくことから、適切な管理や早期の修繕により可

能な限り延命化を図り、コストの抑制に努めていきます。 
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 経営戦略の策定後、継続して安定的に経営を行うため、年度ごとに実施状況等を確

認して、進行管理に努めます。 

 本戦略の改定については、中間年次に当たる令和７年度（2025 年度）に予定してい

ますが、計画との乖離が著しく大きい場合などには、必要に応じて、予定時期に関わ

らず改定を行います。 

1 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 第５章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
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別紙 

 

（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区 分

1 (A) 1,695,316 1,619,786 1,616,628 1,626,036 1,688,241 1,687,502 1,687,061 1,686,704 1,686,399 1,686,192 1,685,969 1,685,736

（１） (B) 1,670,226 1,595,306 1,604,961 1,615,641 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448

ア 1,556,979 1,483,391 1,492,680 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360 1,503,360

イ (C)

ウ 113,247 111,915 112,281 112,281 175,088 175,088 175,088 175,088 175,088 175,088 175,088 175,088

（２） 25,090 24,480 11,667 10,395 9,793 9,054 8,613 8,256 7,951 7,744 7,521 7,288

ア

イ 25,090 24,480 11,667 10,395 9,793 9,054 8,613 8,256 7,951 7,744 7,521 7,288

２ (D) 1,179,581 1,137,890 1,173,303 980,309 953,154 983,317 1,028,379 1,039,168 1,036,399 1,034,901 1,034,465 1,036,192

（１） 438,979 496,103 534,489 396,644 367,866 400,074 446,828 458,547 456,374 455,283 455,265 457,437

ア 102,273 101,314 100,964 103,189 103,189 103,189 103,189 103,189 103,189 103,189 103,189 103,189

イ 336,706 394,789 433,525 293,455 264,677 296,885 343,639 355,358 353,185 352,094 352,076 354,248

（２） 740,602 641,787 638,814 583,665 585,288 583,243 581,551 580,621 580,025 579,618 579,200 578,755

ア 51,069 36,451 28,171 23,910 21,528 19,483 17,791 16,861 16,265 15,858 15,440 14,995

22,713 17,197 12,337 8,543 6,196 4,723 3,963 3,657 3,332 2,966 2,597 2,254

イ 689,533 605,336 610,643 559,755 563,760 563,760 563,760 563,760 563,760 563,760 563,760 563,760

３ (E) 515,735 481,896 443,325 645,727 735,087 704,185 658,682 647,536 650,000 651,291 651,504 649,544

1 (F) 1,537,039 1,693,860 3,679,294 3,298,862 2,248,390 1,602,156 1,247,022 1,289,680 1,411,500 1,439,754 1,395,288 1,378,339

（１） 943,826 1,079,100 3,180,000 2,766,000 1,733,000 1,079,400 721,000 727,500 792,352 793,360 758,464 755,174

293,826 301,500 616,000 539,000 467,000 293,400 75,000 56,500 51,352 57,360 47,464 44,174

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７） 593,213 614,760 499,294 532,862 515,390 522,756 526,022 562,180 619,148 646,394 636,824 623,165

２ (G) 2,142,492 2,316,520 4,122,620 3,820,658 2,753,038 2,114,296 1,764,563 1,846,670 2,027,869 2,084,098 2,029,949 1,999,318

（１） 650,000 777,600 2,564,000 2,227,000 1,266,000 786,000 646,000 671,000 741,000 736,000 711,000 711,000

28,080 33,600 58,900 96,200 54,700 34,000 27,900 29,000 32,000 31,800 30,700 30,700

（２） (H) 1,492,492 1,538,920 1,558,620 1,593,658 1,487,038 1,328,296 1,118,563 1,175,670 1,286,869 1,348,098 1,318,949 1,288,318

476,683 500,657 567,891 584,775 570,758 217,302 254,443 258,359 257,124 266,124 242,814 206,469

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 605,453 △ 622,660 △ 443,326 △ 521,796 △ 504,648 △ 512,140 △ 517,541 △ 556,990 △ 616,369 △ 644,344 △ 634,661 △ 620,979

(J) △ 89,718 △ 140,764 △ 1 123,931 230,439 192,045 141,141 90,546 33,631 6,947 16,843 28,565

(K)

(L) 765,282 675,564 534,800 534,799 658,730 889,169 1,081,214 1,222,355 1,312,901 1,346,532 1,353,479 1,370,322

(M)

(N) 675,564 534,800 534,799 658,730 889,169 1,081,214 1,222,355 1,312,901 1,346,532 1,353,479 1,370,322 1,398,887

(O)

(P) 675,564 534,800 534,799 658,730 889,169 1,081,214 1,222,355 1,312,901 1,346,532 1,353,479 1,370,322 1,398,887

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 1,670,226 1,595,306 1,604,961 1,615,641 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448 1,678,448

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 16,725,383 16,438,663 18,060,043 19,232,385 19,478,347 19,229,451 18,831,888 18,383,718 17,889,201 17,334,463 16,773,978 16,240,834

R9 R10 R11

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

R3 R4 R5 R6 R7 R8R1
(決算)

R2
(決算見込)

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

R12

収

　

益

　

的

　

収

　
支

収

益

的
収

入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収

益

的

支

出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

資

　

本

　

的

　

収

　

支

資

本

的

収

入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資

本

的

支

出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

赤 字 比 率 （ ×100 ）

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 63.4 60.5 59.2 63.2 69.2 73.0 78.6 76.2 72.6 70.8 71.6 72.5

地方財政法施行令第16条第１項により算定した

資 金 の 不 足 額
(R)

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る

資 金 不 足 の 比 率
((R)/(S)×100)

健全化法施行令第16条により算定した

資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する

解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した

事 業 の 規 模

健全化法第 22条により算定した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高


